
0TSUCHI   in format ion 新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用、手指消毒などの協力をお願いします

問  独立行政法人高齢・障害・求職者雇
用支援機構岩手支部 アビリンピッ
ク事務局　℡019-654-2081

地域コミュニティ活動へ
助成金を交付します

　被災者を取り巻く地域の課題解決に
向け、地域住民が主体的に取り組む自
律的な地域コミュニティ活動事業に対
して助成金を交付します。
■ 事業期間　令和６年３月８日（金）ま
でに実施する事業

■ 助成金額　（１）１団体での取り組み
については１事業につき上限19万円
（10/10助成）
　�（２）複数団体での取り組みについて
は１団体につき上限10万円（10/10
助成）

■ 申請期限　令和６年１月31日（水）
　詳細は、町HPをご覧いただくか、下
記へお問合せください。
問 協働地域づくり推進課　
　 ℡0193-42-8718

協働によるふるさとづくりの
ための補助金を交付します

　自治会町内会や自主防災組織、コミ
ュニティ活動団体やNPO団体が創意
工夫して実施する地域づくりのための
事業に対して、予算の範囲内で補助金
を交付します。
■ 事業期間　令和６年３月末までに実
施する事業

■ 補助率　補助対象経費の10分の９
（ただし、上限額10万円まで）

■ 申請期限　６月16日（金）
　審査により採択します。申請多数の
場合、地域コミュニティ活動推進助成
金を受けていない団体を優先します。
申請方法は町HPをご覧いただくか、下
記へ問い合わせください。
問 協働地域づくり推進課　
　 ℡ 0193-42-8718

4 月は
未成年者飲酒防止強調月間

　毎年４月は「未成年者飲酒防止強調
月間」です。20歳未満の飲酒は法律で
禁止されています。
　20歳未満はアルコール分解機能が未
完成です。飲酒してしまうと脳の機能低
下、肝臓をはじめとする臓器の障害、
性ホルモンの分泌異常、アルコール依
存症など心身に多大な悪影響を及ぼし
ます。
　ある調査では、中高生の20 ～30％
の人が保護者などの大人の前で飲酒し
ているとのデータもあります。春は歓送
迎会やお花見と飲酒する機会が増える
時期ですが、20歳未満の人は飲酒しな
いこと、大人は20歳未満の人に飲酒さ
せないことを意識しましょう。

令和５年度大槌町戦没者追
悼式を開催します

　町は、先の大戦における戦没者なら
びに多数の戦争受難者に対し、追悼の
誠を捧げるとともに、恒久平和への誓
いを新たにするため、大槌町戦没者追
悼式を開催します。
■ 開催日　５月27日（土）
■ 場所　おしゃっち��多目的ホール
■ 一般献花　8：30 ～10：00
■ 式典　10：00～11：00（受付9：00～）
■ 対象　戦没者のご遺族
■ その他　詳細は、遺族会の皆さんへ
後日送付する案内状でお知らせしま
す。また、一般献花の時間を設けま
したので、ご来場ください。

問 健康福祉課　℡0193-42-8715

５月１日と２日は、町民課の窓口でマイナン
バーカードに関わる手続きができません

　５月１日（月）と２日（火）に、マイナ
ンバーカードのシステムの更新作業が行
われます。これに伴い、町民課の窓口
で一部の手続きが受け付けできません。

主な手続きは、以下のとおりです。
�・�マイナンバーカードの交付申請書の
発行

�・�マイナンバーカードの受け取り
�・�マイナンバーカードの電子証明書の発
行、更新及び暗証番号の変更

�・�マイナポイントの申し込み
　また、転居などの住所異動は手続き
できますが、マイナンバーカードの住所
変更が出来ませんので、ご了承ください。
　ご不便をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
問 町民課　℡0193-42-8713

国民年金の
学生納付特例制度

　国民年金には、学生である期間につ
いて、本人所得が一定以下の場合、保
険料の納付が猶予される「学生納付特
例制度」があります。
　猶予期間は４月から翌年３月までの
１年間です。翌年度も在学予定の場合
には、４月初めに申請書が送付されま
すので、引き続き希望する場合は、再
度申請してください。
　また、学生納付特例の期間は、将来
受け取る年金額には反映されませんの
で、後から納付することをお勧めします。
■ 用意するもの　在学証明書（原本）ま
たは有効期限や学年の記載された学
生証、基礎年金番号が分かるもの

■ 留意事項
�・�本制度は、毎年度手続きが必要です。
�・�過去２年分（２年１ヶ月前）までさかの
ぼって手続きをすることができます。

�・�学生納付特例期間中の保険料につい
ては、10年以内であればさかのぼっ
て納めることができます。

�・�学生納付特例の期間は、障害年金や
遺族年金の受給資格期間となります
ので、万が一の時にも安心です。

■ 申請受付場所・問い合わせ先
　大槌町役場�町民課　℡0193-42-8713
　宮古年金事務所　℡0193-62-1963

日・祝日は除く　８：30～17：15
■ 縦覧・閲覧場所
　大槌町役場　税務会計課
■ 必要書類　縦覧・閲覧は、相続人（相
続人とわかる書類が必要）・納税管
理人・代理人（委任状が必要）もでき
ますが、必ず本人確認ができるもの
（運転免許証など）を持参して下さい。
なお、委任状には必ず本人の自署・
押印（法人の場合は代表者印）が必
要です。

問 税務会計課　℡0193-42-8711

納税義務者の相続について

　固定資産税は毎年１月１日時点の所
有者に課税されます。
　所有者が亡くなった場合は、相続人
に納税義務が承継されますので、税務
会計課へ固定資産現所有者（相続人代
表）申告書を提出してください。
■ 相続登記について　土地建物の相続
登記は別途手続きが必要です。登記
手続きに関することは法務局にお問
い合わせください。

問 盛岡地方法務局宮古支局
　 宮古市小山田1丁目1-1
　 ℡0193-62-2337

家きんの飼育状況・衛生管理
状況の報告をお忘れなく！

　鶏やチャボ・うずらなど家きんを飼っ
ている人は、毎年２月１日時点の飼育状
況などを所定の報告書（様式）に記入し、
６月15日までに、岩手県県南家畜保健
所に提出してください。
問 岩手県県南家畜保健衛生所
 　℡0197-23-3531

農業でお仕事
してみませんか？

　JAいわて花巻では農繁期などで人手
が必要となる農業者と、農業のお手伝
いをして収入を得たい人とを繋ぐ事業、
無料職業紹介所「アグリワーク」を開設
しています。
■�紹介には求職票の提出が
必要です。詳しくはJAい
わて花巻HPをご覧いただくか、アグ
リワークまでご連絡ください。

問  JAいわて花巻　無料職業紹介所（ア
グリワーク）営農部営農企画課内

　℡ 0198-29-5871
　Fax 0198-24-0621

第 25 回岩手県障がい者ス
ポーツ大会の参加者を募集

■ 開催日時　6月3日（土）
■ 場所　岩手県営運動公園　他
■ 参加対象者　県内に在住し、身体障
害者手帳、療育手帳または精神障害
者保健福祉手帳をお持ちの13歳以上

■ 申込方法　参加申込書に必要事項を
記入し、参加希望者の障害者手帳を
お持ちの上、役場健康福祉課まで提
出してください。（参加申込書は「岩
手県障がい者スポーツ協会」のホー
ム ペ ー ジ（https：//www.iwate-
adaptive.or.jp）よりダウンロード
するか、役場健康福祉課にて受け取
ってください。）

■ 申込期限　4月18日（火）
※�大会の詳細は「岩手県障がい者スポ
ーツ協会」のホームページでご確認
ください。

問 健康福祉課　℡0193-42-8715

第21回岩手県障がい者技能
競技大会の参加者を募集

■ 開催日時　７月29日（土）
■ 場所　岩手県立産業技術短期大学　
矢巾キャンパス

■ 参加対象者　県内在住で、身体障害
者手帳、療育手帳または精神障害者
保健福祉手帳をお持ちの15歳以上な
ど

■ 競技種目　ワープロ、表計算、喫茶
サービス、ビルクリーニング、DTP、
オフィスアシスタント、縫製、木工、
物品運搬、パソコン操作、写真撮影

■ 申込方法　参加申込書を記入し、下
記の問い合せ先に提出してください。
（参加申込書は「岩手県障がい者技能
競技大会」のホームページにありま
す）

■ 申込期限　５月26日（金）

お知らせ 地域環境保全活動報償金
を交付します

　町は、地域住民で構成する団体が主
体的に行う以下の地域環境保全活動に
対して、報償金を交付します。（事前の申
請が必要です。）
（１）環境美化活動（草刈、側溝清掃）
（２）�花壇活動（水やりなどの日常管理

も含みます。）
　報償金の交付を希望する団体は、４
月３日（月）から申請を受け付けますの
で、下記にお問い合わせください。
　詳細は、町ホームページをご確認く
ださい。
問 地域整備課　℡0193-42-8722

令和５年度固定資産税の縦
覧・閲覧制度について

【縦覧帳簿の縦覧】
　土地や家屋を所有している納税義務
者が、他の土地や家屋との比較を通じて、
自己の土地や家屋の価格が適正である
ことを確認することができます（無料）。
■ 縦覧できる帳簿
　�土地価格等縦覧帳簿（所在・地番・
区域・地目・地積・価格）

　�家屋価格等縦覧帳簿（所在・家屋番号・
種類・構造・床面積・価格）

■ 縦覧できる人　令和５年度�固定資産
税の納税義務者

【固定資産課税台帳の閲覧】
　納税義務者は固定資産課税台帳（土
地・家屋・償却資産）に自己の資産が
記載された部分について閲覧ができま
す（無料）。
■ 閲覧できる帳簿
　固定資産税課税台帳兼名寄帳
■ 閲覧できる人　令和５年度�固定資産
税の納税義務者・借地借家人等（賃
貸借契約書等が必要。該当部分に限
る）

■ 縦覧・閲覧期間
　�４月３日（月）～４月28日（金）�※土・

売地・売家・借家

〒028-1131  上閉伊郡大槌町大槌12-125
TEL：0193-42-3167  FAX：0193-42-2310

赤武不動産（柾内）

赤武石油ガス㈱不動産

物 件物 件
募 集募 集

・ ・売地売地・・売家売家・・借家借家 物 件
募 集

売地・売家・借家
営業時間  7：30～19：30
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